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新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う教科用図書採択の傍聴人の定員等について

（教科書） 令和２年度 レイアウト（傍聴62名）

（教科書）

委員 教育長
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資料１報告事項No.２



参考： 傍聴６０席配置時の会場写真

-
2
-

最低１メートル確保
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参考：令和２年度レイアウト写真
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資料２
厚生労働省ウェブサイト
令和２年６月１９日更新
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出典：首相官邸ＨＰより



○川崎市教育委員会傍聴人規則 

平成13年12月28日教委規則第11号 

改正

平成19年８月28日教育委員会規則第14号 

平成27年３月30日教育委員会規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市教育委員会会議規則（昭和59年川崎市教育委員会規則第６号）第13条の規

定に基づき、川崎市教育委員会の会議（以下「会議」という。）の傍聴に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（傍聴の手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴人」という。）は、傍聴券の交付を受けなければなら

ない。 

２ 傍聴人の定員は、会議の都度、教育長が定める。 

３ 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決定するものとする。ただ

し、教育長が必要と認めるときは、抽選により決定することができる。 

４ 前各号の規定にかかわらず、報道機関に所属するものであって教育長が認める者は、会議を傍聴す

ることができる。 

（入場の禁止） 

第３条 次に掲げる者は、傍聴席に入場することができない。 

(１) 危険物を持っている者 

(２) 酒気を帯びている者 

(３) 前各号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者 

（写真撮影等の制限） 

第４条 傍聴人は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、教

育長が認めた場合はこの限りではない。 

（傍聴人の遵守事項） 

第５条 傍聴席における傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

(１) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

(２) 会議場においてみだりに発言しないこと。 

(３) みだりに席を離れないこと。 

(４) ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。 

(５) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。 

(６) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしない

こと。 
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（傍聴人の退場） 

第６条 教育長は、傍聴人が前２条の規定に違反した場合は、これを制止し、傍聴人がその命令に従わ

ないときは、その者に退場を命ずることができる。 

２ 教育長は、会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させるものとする。 

３ 前２項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は教育長が定める。 

附 則

（施行期日） 

１ この規則は、平成14年１月11日から施行する。 

（川崎市教育委員会傍聴人規則の廃止） 

２ 川崎市教育委員会傍聴人規則（昭和25年川崎市教育委員会規則第４号）は廃止する。 

附 則（平成19年８月28日教委規則第14号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日教委規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に在職する教育長（地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律（平成26年法律第76号。以下「改正法」という。）による改正前の地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第16条第１項の教育委員会の教育長をいう。）が改正法

附則第２条第１項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正後の

川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委

任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定は適

用せず、この規則による改正前の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市

教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎

市教育委員会公印規則の規定については、なお効力を有する。 

6


